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第１０ 給油取扱所 

 

第１０ 給油取扱所（危政令第１７条） 
 

１ 規制区分 

  給油取扱所は、施設の形態に応じ、技術上の基準の適用が法令上次のとおり区分

される。 

区      分 危 政 令 危 省 令 

屋外給油取扱所 １７Ⅰ 

24の14,24の15,24の

16,24の17,25,25の

2,25の2の2,25の3,25

の3の2,25の4,25の5 

 航空機給油取扱所 １７Ⅰ＋Ⅲ ２６ 

船舶給油取扱所 １７Ⅰ＋Ⅲ ２６の２ 

鉄道給油取扱所 １７Ⅰ＋Ⅲ ２７ 

ＣＮＧ等充てん設備設置給油取扱所 １７Ⅰ＋Ⅲ ２７の３ 

圧縮水素充てん設備設置給油取扱所 １７Ⅰ＋Ⅲ ２７の５ 

自家用給油取扱所 １７Ⅰ＋Ⅲ ２８ 

 ＣＮＧ等充てん設備設置給油取扱所 １７Ⅰ＋Ⅲ ２８ 

圧縮水素充てん設備設置給油取扱所 １７Ⅰ＋Ⅲ ２７の５ 

メタノール等及びエタノール等の給油取扱所 １７Ⅰ＋Ⅳ ２８の２ 

 ＣＮＧ等充てん設備設置給油取扱所 １７Ⅰ＋Ⅲ＋Ⅳ ２８の２の３ 

圧縮水素充てん設備設置給油取扱所 １７Ⅰ＋Ⅲ＋Ⅳ ２８の２の３ 

自家用給油取扱所 １７Ⅰ＋Ⅲ＋Ⅳ ２８の２の３ 

セルフ給油取扱所 １７Ⅰ＋Ⅴ ２８の２の５ 

 ＣＮＧ等充てん設備設置給油取扱所 １７Ⅰ＋Ⅲ＋Ⅴ ２８の２の７ 

圧縮水素充てん設備設置給油取扱所 １７Ⅰ＋Ⅲ＋Ⅴ ２８の２の７ 

自家用給油取扱所 １７Ⅰ＋Ⅲ＋Ⅴ ２８の２の７ 

エタノール等の給油取扱所 １７Ⅰ＋Ⅳ＋Ⅴ ２８の２の８ 

 ＣＮＧ等充てん設備設置給油取

扱所 

１７Ⅰ＋Ⅲ＋Ⅳ＋Ⅴ ２８の２の８ 

圧縮水素充てん設備設置給油取

扱所 

１７Ⅰ＋Ⅲ＋Ⅳ＋Ⅴ ２８の２の８ 

自家用給油取扱所 １７Ⅰ＋Ⅲ＋Ⅳ＋Ⅴ ２８の２の８ 

屋内給油取扱所 １７Ⅱ  
25の6,25の7,25の

8, 25の9,25の10 

 航空機給油取扱所 １７Ⅱ＋Ⅲ ２６ 

船舶給油取扱所 １７Ⅱ＋Ⅲ ２６の２ 

鉄道給油取扱所 １７Ⅱ＋Ⅲ ２７ 

ＣＮＧ等充てん設備設置給油取扱所 １７Ⅱ＋Ⅲ ２７の４ 

自家用給油取扱所 １７Ⅱ＋Ⅲ ２８ 

 ＣＮＧ等充てん設備設置給油取扱所 １７Ⅱ＋Ⅲ ２８ 
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メタノール等及びエタノール等の給油取扱所 １７Ⅱ＋Ⅳ ２８の２の２ 

 ＣＮＧ等充てん設備設置給油取扱所 １７Ⅱ＋Ⅲ＋Ⅳ ２８の２の３ 

自家用給油取扱所 １７Ⅱ＋Ⅲ＋Ⅳ ２８の２の３ 

セルフ給油取扱所 １７Ⅱ＋Ⅴ ２８の２の６ 

 ＣＮＧ等充てん設備設置給油取扱所 １７Ⅱ＋Ⅲ＋Ⅴ ２８の２の７ 

自家用給油取扱所 １７Ⅱ＋Ⅲ＋Ⅴ ２８の２の７ 

エタノール等の給油取扱所 １７Ⅱ＋Ⅳ＋Ⅴ ２８の２の８ 

 ＣＮＧ等充てん設備設置給油取

扱所 

１７Ⅱ＋Ⅲ＋Ⅳ＋Ⅴ ２８の２の８ 

自家用給油取扱所 １７Ⅱ＋Ⅲ＋Ⅳ＋Ⅴ ２８の２の８ 

 注 算用数字は条、ローマ数字は項を表している。 

 

２ 共通基準 

 (1) 危険物の取扱量 

  ア 給油取扱所における危険物の最大取扱数量は、危政令第１７条第１項第７号

に定める専用タンク、廃油タンク等（廃油タンク、給湯用ボイラー、冷暖房用

ボイラー、自家発電設備等に直接接続するタンク）及び簡易タンクの容量の合

計により算定すること。（昭６２．４．２８消防危第３８号通知） 

  イ 容器内にある危険物の合計数量は、指定数量未満とすること。（昭６２．

４．２８消防危第３８号通知） 

  ウ 給油取扱所においてのガソリンの小分け販売は、１日に取り扱う量が指定数

量未満の場合（給油取扱所内の潤滑油の販売等を含む。）は、できるものであ

ること。 

 (2) 給湯用・冷暖房用ボイラー、自家発電設備及び火気使用設備器具  

  ア 燃料タンク 

   (ｱ) 灯油及び軽油を貯蔵する専用タンク及び廃油タンクから給油取扱所内の給

湯用ボイラー、冷暖房用ボイラー及び自家発電設備へ燃料を供給することが

できる。（昭６２．４．２８消防危第３８号通知、昭６２．６．１７消防危

第６０号質疑） 

   (ｲ) 燃料タンクは、給油取扱所の専用のものとし、当該タンクから他用途部分

への燃料供給は行わないこと。 

   (ｳ) 燃料タンクを地上に設ける場合は、指定数量未満とし、給油取扱所内の耐

火構造のタンク専用室又は油庫内に設置すること。ただし、タンク容量が２

００ℓ未満のものにあっては、ボイラー室等に設置することができる。 

   (ｴ) 燃料タンクの位置等については、火災予防条例の基準の例によること。 

  イ ボイラー室等 

   (ｱ) ボイラー室 
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    ａ 可燃性蒸気の流入するおそれのない構造とすること。 

    b 耐火構造の専用室とするように指導する。▲ 

c 専用室の開口部は、整備室、給油空地及び注油空地に面する部分には設

けないよう指導する。▲ 

   (ｲ) 火気使用設備 

     ボイラー、調理用コンロ等の火気使用設備については、火災予防条例の基 

準の例によること。（昭６２．４．２８消防危第３８号通知） 

 

３ 屋外営業用  

  前２によるほか、次によること。 

 (1) 危政令第１７条第１項の適用 

   危省令第２５条の６に規定する上屋等の空地に対する比率が３分の１以下のも

のについては、危政令第１７条第１項を適用する。 

  ア 給油取扱所の敷地面積 

    「給油取扱所の敷地面積」は、次により算定すること。 

   (ｱ) 給油取扱所の敷地境界線に防火塀が設けられている場合は、防火塀の中心

（建築物の壁が防火塀を兼ねる場合にあってはその中心線）と道路に面する

側の道路境界線に囲まれた部分 

   (ｲ) 給油取扱所が建築物内にある場合は、給油取扱所の用に供する部分の壁の

中心線と道路に面する側の道路境界線に囲まれた部分 

  イ 上屋等の空地に対する比率の算定 

   (ｱ) 危省令第２５条の６に規定する上屋等の算定方法は以下のとおりである。 

     なお､「給油取扱所の用に供する部分の１階の床面積の合計を減じた面

積」には、上屋以外の販売室などに設けられたひさしの面積も含まれるもの

であること。 

 Ⅰ 

 

                    

 

 

 

 

   

  

 

① 建築物の給油取扱所の用

に供する部分の水平投影面積 

② 建築物の給油取扱所の用に供す

る部分（床又は壁で区画された部分

に限る。）の１階の床面積 

販売室、ポンプ室、油庫、ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ

室、店舗、整備室、洗車室、住居・

本店事務所等 

③ 上屋（キャノピー）面積

（建物のひさしを含む。） 
＝ 

－ 
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  Ⅱ                  

 

 

         ③   １／３まで 
   Ⅰ及びⅡから ― ≦  （２／３まで、かつ、火災の予防上安全であると認めら 
         ⑤    れるものを除く） 
          

 ※上記に該当すれば屋外給油取扱所 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

第１２－１図 上屋面積の算定例 

 

   (ｲ) 上屋にルーバーを設ける場合は、原則としてルーバーの部分も水平投影面

積に算入すること。（昭５７．４．１２消防危第４６号質疑） 

   (ｳ) 建築物の上屋のはりは、幅５０ｃｍ以上のものを水平投影面積に算入する

こと。  

   (ｴ) 上屋の吹き抜け部分は、水平投影面積に算入しない。平元．５．１０第44

号質疑）  

 (2) 周囲空地の地盤面との関係（昭４４．１１．２５消防危第２７６号質疑） 

   給油取扱所の周囲の地盤面が、道路の改修等（かさ上げ）のため、危政令第１

７条第１項第２号に規定する給油空地及び同項第３号に規定する注油に必要な空

地（以下「注油空地」という。）よりも高くなり、同項第５号の規定に適合しな

くなる場合は、次に掲げる措置を講ずることにより、同項第５号の規定に適合す

るものとみなすことができること。（第１２－２図参照） 

  ア かさ上げ道路と給油取扱所の境界との差が６０ｃｍ以下であること。 

  イ 当該境界部分の高低差を埋める盛り上げ部分が、固定給油設備の基礎（通称

「アイランド」という。）の道路に面する側から２ｍ以上離れていること。 

④ 給油取扱所の敷地面積 ⑤ 敷地内の空地面積 － ② ＝ 

Ａ 

Ｂ 

Ｃ 

※上屋面積は 部分（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

ア 平面図 
イ 立面図 

ひさし キャノピー 

キャノピー 

ひさし 

事務所等 
事務所等 

ＧＬ 

道 路 

防
火
塀 
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  ウ 盛り上げのこう配が２／５以下であること。 

              

  

 

 

 

 

 

 

 

第１２－２図 

 

 (3) 自動車等が出入りする側 

  ア 危政令第１７条第１項第１９号に規定する「自動車等の出入りする側」と

は、幅員がおおむね４ｍ以上の道路（危省令第１条第１号に規定するもの）に

接し、かつ、給油を受けるための自動車等が出入りできる側をいうものである

こと。（昭５１．１１．１６消防危第３４号質疑、平９．３．２５消防危第２

７号質疑、平１０．１０．１３消防危第９０号質疑）（第１２－３図参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道路かさ上げ部分 

６０ｃｍ以下 

路面 

固定給油設備 

２ｍ以上 

盛り上げ部分 

こう配２／５以下 

道路境界線 

給油取扱所舗装面 

基礎 

道 路 

道 

路 

４ｍ以上 

４ｍ以上 給油取扱所 

４ｍ以上 

道 路 

給油取扱所 ４ｍ以上 

４ｍ以上 
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第１２－３図 

 

  イ 危政令第１７条第１項第２号の間口に面する自動車等の出入りする側に、ガ

ードレール等が設けられている場合で幅１０ｍ以上の出入口が確保できない場

合は、幅５ｍ以上の出入口を２箇所以上設けるものとし、当該幅５ｍ以上の出

入口２箇所以上は、給油取扱所の空地のうち、間口１０ｍ以上、奥行６ｍ以上

の概ね矩形部分の間口の前面にとらなければならないこと。（第１２－４図参

照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道 路 

給油取扱所 ４ｍ以上 

４ｍ 
以上 

給油取扱所 
道 

路 

空 地 

私道 

道 路 

行き止まり 

自動車等が出入りできる側 

ガードレール 

歩道 歩道 歩道 自動車等の 
 出入口 

自動車等の 
 出入口 

事
務
所 

固定給油設備 

（認められる例） 

５ｍ以上 ５ｍ以上 
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第１２－４図 自動車等の出入口 

 

    なお、歩道を切り下げ､出入口を確保する場合は、原則として当該幅は車両

の通行に有効な幅とすること。（第１２－５図参照）  

 

 

 

第１２－５図 歩道切り下げ図 

 

ウ 前イに掲げる部分以外の部分に危政令第１７条第１項第１９号に定める車

両等の出入りする側を設ける場合は、当該自動車等の出入口の有効幅員は５

メートル以上とするよう指導する。▲ 

 (4) 給油空地  

  ア 給油空地は、自動車等の出入口から固定給油設備に至る車両の動線及び固定

給油設備から出口に至る車両の動線を含めて、その空地内に間口１０ｍ以上、

奥行６ｍ以上の概ね矩形が道路境界線に接して包含され、車両の出入り及び給

油業務に必要な大きさを有していること。（第１２－６－１図参照） 

  イ ア以外で、歩道等の整備や拡幅により、給油空地の間口と乗り入れ部が同一

のものとして確保できないときは、次の事項を満足する場合は危政令第２３条

を適用し、別図（第１２－６－２図）に示す給油空地を認めて差し支えないこ

と。（平１３．１１．２１消防危第１２７号通知） 

   (ｱ） 給油空地は、間口（主たる乗り入れ部へ通じる給油空地の一辺の長さ）

を１０ｍ以上とし、奥行きを６ｍ以上とすること。 

ガードレール 

歩道 歩道 歩道 

事
務
所 

（認められない例） 

５ｍ ５ｍ 

事務所 

歩道 ５ｍ 

５ｍ 注
油
空

地 

歩道 

ガードレール 

５ｍ以上 
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   (ｲ) 乗り入れ部は、車両の出入りが円滑にできる幅を確保すること。 

   (ｳ) 給油取扱所における火災等災害の発生時に、給油取扱所内へ顧客が誤って

進入しないため、また、給油取扱所内の顧客を迅速に退出させるため、主た

る乗り入れ部と給油取扱所とは相互に充分見通せる位置関係とすること。 

 (5) 注油空地 

  ア 注油空地は給油空地以外の場所に設ける。（容器等への小分けのみを目的と

する場合はおおむね４平方ｍ（２ｍ×２ｍ）以上とするよう指導する。）▲ 

  イ ４，０００ℓ以下のロ一リー等に注油する場合は、車両がはみ出さない十分

な広さの空地とすること。（第１２－６－１図参照） 

    なお、注油空地周囲の排水溝及び油分離装置は、給油空地のものと兼用でき

る。（平元．３．３消防危第１５号通知） 

 

 

 

第１２－６－１図 給油空地及び注油空地の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歩道 歩道 自動車等の出入口 

１０ｍ以上 

注油空地 

ローリー 

給油空地 

５ｍ以上 

自動車等 
の出入口 

導入路 

油庫 

事務所等 

歩
道 
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第１２－６－２図 特例による給油空地の例 

 

 

 (6) 地盤面 

  ア 給油取扱所の地盤面は、上部荷重に対する耐久性、クラックの防止等か

ら鉄筋コンクリートとするよう指導する。▲ 

    なお、コンクリート内の鉄筋は、埋設配管に接触させないこと。 

主たる乗り入れ部への導線 

歩道 

歩道 

道路 

乗り入れ部 

図１ 

道路 

歩道 歩道 

給油空地 

道路 道路 

道
路 

図２ 

図３ 図４ 

奥行 間口 



12－10 

 

  イ 地盤面舗装材料を用いる場合は、準不燃材料（ＪｌＳ難燃２級）以上のもの

で、導電性（体積固有抵抗値１０８Ω・ｃｍ以下又は表面固有抵抗値１０９Ω

以下）、耐油性、車両荷重に対する強度、排水性を考慮すること。（昭５９．

８．２消防危第９１号質疑） 

 (7) 防火塀 

  ア 塀に隣接する自動車車庫等の出入口  

    自家用の車両等の車庫を給油取扱所の塀で遮断した場合、塀の一部に出入口

を設けて自動車を通すことができること。この場合において、車両等が通過す

る部分は、給油空地及び注油空地以外とするほか、出入口は特定防火設備で必

要最小限の大きさとし、使用時以外は閉鎖しておくこと。 

  イ 防火塀の一部切り込み 

    道路境界線側にある防火塀が、給油取扱所に出入りする自動車等の視界を妨

げる場合については、隣接して建築物等がない等、周囲の地形その他の状況か

ら判断して安全と認める場合は、危政令第２３条の規定を適用し、次により防

火塀の一部カットを認める。（第１２－７図参照） 

 

 

第１２－７図 

 

  ウ 防火塀の高さを２ｍ以上とする場合 

    塀又は壁の高さが２ｍであるとした場合に隣接する建築物の外壁及び軒裏に

おける輻射熱が告示で定める式を満たすかどうかにより、塀又は壁を２ｍを超

えるものとすることが必要であるかどうか判断すること。（平成18年5月10日

消防危第113号通知） 

   (ｱ) 計算方法 

     危険物の火災は、時間とともに輻射熱ｑが変化することが通常であるが、

漏えいした危険物のプール火災を想定して、火災開始から一定の輻射熱であ

ると仮定し、資料７－２の「石油コンビナートの防災アセスメント指針参考

資料２災害現象解析モデルの一例４．火災・爆発モデル」に掲げる方法によ

り算出して差し支えないこと。（平成18年5月10日消防危第113号通知） 

道路境界線 
１．５ｍ ０．８ｍ 

防火塀 
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   (ｲ) 輻射熱を求める計算をする場合は次のとおり求めることができること。 

    ａ 給油中、注油中の火災（平成１８年９月１９日消防危第１９１号通知） 

      過去の事故事例を踏まえ、漏えい量を固定給油設備又は固定注油設備の

最大吐出量とし、燃焼継続時間を１０分間として計算する。 

    ｂ 荷卸し中の火災（平成１８年９月１９日消防危第１９１号通知） 

      漏えい量を一のタンク室からの荷卸し速度とし、燃焼継続時間をタンク

室の荷卸しに要する時間として、各タンク室について計算する。 

   (ｳ) 給油取扱所の塀又は壁が開口部を有さず、給油取扱所に隣接し、又は近接

する建築物が木造の場合で、第１２－８図の同心円中心部からの漏えいに伴

う出火を想定した場合、第１２－８図の建築物の外壁のうちＡの部分につい

て輻射熱が告示第４条の５２第３項で定める式を満たすための措置が必要な

部分になるとしてよいものであること。（平成１８年９月１９日消防危第１

９１号通知）    

 

第１２－８図 

   (ｴ) 給油取扱所における火災想定をする場合に、次の場所を火炎の範囲として

輻射熱を求めることができること。（平成１８年９月１９日消防危第１９１

号通知） 

    ａ 固定給油設備における火災想定 

      車両給油口の直下を中心とした円 

    ｂ 固定注油設備における火災想定 

     (a) 容器に詰め替えする場合 

       詰め替える容器を置く場所を中心とした円 

     (b) 移動貯蔵タンク等に注入する場合 

告示で定める式を満たさない範囲 

 木造  
建築物 

（輻射熱強さをイメージ） 

Ａ 

火炎 

防火塀（２ｍ） 
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       注入する移動貯蔵タンク等の停車場所の中央を中心とした円 

    ｃ 注入口における火災想定 

      移動タンク貯蔵所の荷卸しに使用する反対側の吐出口を外周とした円 

  エ 防火塀に設ける開口部（平成１９年５月１０日消防危第１１３号通知） 

   (ｱ) 開ロ部は、給油取扱所の事務所等の敷地境界側の壁に設ける場合を除き、

当該開口部の給油取扱所に面しない側の裏面における輻射熱が告示で定める

式を満たすものであること。この場合において、告示で定める式を満たすか

どうか判断する際、網入りガラス等が有する輻射熱を低減する性能を考慮す

ることができること。 

   (ｲ) 塀に開口部を設ける場合には、当該開ロ部に面する建築物の外壁及び軒裏

の部分において当該開口部を通過した輻射熱及び塀の上部からの輻射熱を併

せて告示で定める式を満たすこと。 

(8) 専用タンク 

   ア 専用タンクの設置方法は、第８、３の例によること。 

   イ 専用タンクは、当該給油取扱所の敷地内に設けるよう指導する。▲ 

ウ 専用タンクを２以上の室に仕切り、それぞれ品名の異なる危険物を貯蔵

する場合においてガソリンと灯油は隣接した室としないよう指導する。▲ 

 (9) 建築物の用途  

  ア 危省令第２５条の４第１項第１号の２から第４号の用途とは、壁等で区画さ

れた部分をいう。  

  イ 危省令第２５条の４第１項第３号の自動車等の点検・整備を行う作業場にお

いて、顧客に対し作業内容等の説明のために係員同伴で一時的に顧客が出入り

する場合は、顧客が係員の指揮下に常時おかれた状態であるので、危省令第２

５条の４第２項の規定による係員以外の者が出入りする建築物の部分（３００

㎡規制）から除くことができるものであること。この場合において、顧客に対

して安全上必要な注意事項を自動車の点検・整備を行う作業場に掲示するこ

と。（平１３．１１．２１消防危第１２７号通知） 

  ウ 給油取扱所には、建築物以外の工作物（立体駐車場、ラック式ドラム缶置き

場、大規模な広告物等）の設置は認められないものであること。（昭６２.４.

２８消防危第３８号通知）  

  エ 危省令第２５条の４第１項第１号の２に規定する用途には、会議室、更衣

室、休憩室、応接室、倉庫、廊下、洗面所、便所等機能的に従属する部分も含

まれるものであること。（昭６２.４.２８消防危第３８号通知） 
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  オ 危省令第２５条の４第１項に規定する用途には、トラック運転手用簡易宿泊

所、給油取扱所の従業員の寄宿舎等の用途は認められないものであること。

（昭６２.４.２８消防危第３８号通知） 

  カ 危省令第２５条の４第１項第２号の店舗、飲食店又は展示場は、次によるこ

と。  

   (ｱ) 店舗、飲食店又は展示場においては、物品の販売、展示又は飲食物の提供

だけでなく、物品の貸付け、行為の媒介、代理、取次等の営業ができるもの

であり、これらの営業に係る商品、サービス等の種類については、制限はな

いものであること。（昭６２.４.２８消防危第３８号通知）  

     また、ドライブスルー形式又は窓を介しての物品の販売は、販売に供する

窓を給油空地又は注油空地の直近に設けない場合にあっては、認めて差し支

えないものであること。（平９．３．２５消防危第２７号質疑） 

   (ｲ) キャバレー、ナイトクラブ、パチンコ店、ゲームセンター等は、給油、灯

油・軽油の詰替え又は自動車の点検・整備若しくは洗浄のために給油取扱所

に出入する者を対象とした店舗、飲食店又は展示場の用途から除かれるもの

であること。（昭６２．４．２８消防危第３８号通知、平９．１０．２２消

防危第１０４号質疑） 

   (ｳ) 危省令第４０条の３の６第２項第１号の容易に給油取扱所の敷地外へ避難

することができる場合とは、建築物の２階から直接、給油取扱所の敷地外へ

避難することができる構造となってる場合をいうものであること。（平元

３．３消防危第１５号通知）（第１２－９図参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１２－９図 敷地外へ直接避難できる構造例 

２階 

１階 

２階 

１階 

道路 道路 
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     なお、注入口、計量機の位置及び隣地の状況等を勘案し、安全に２階から

屋外階段により取扱所の敷地内に降りたあと、給油に必要な空地を通ること

なく取扱所の敷地外へ避難できる場合は、２階部分に店舗、飲食店又は展示

場を設けることを認めて差し支えないものであること。 

 (10) 建築物の構造等 

  ア 建築物の壁のうち、次の(ｱ)又は(ｲ)の間仕切壁については、準不燃材料又は

難燃材料の使用を認めて差し支えないものであること。（平９．３．２６消防

危第３１号通知）（第１２－１０図参照） 

   (ｱ) 危険物を取り扱う部分と耐火構造若しくは不燃材料の壁又は随時開けるこ

とができる自動閉鎖の防火設備により区画された危険物を取り扱わない部分

に設ける間仕切壁 

   (ｲ) 危険物を取り扱わない建築物に設ける間仕切壁 

 

 

 

 

 

 

 

第１２－１０図 不燃材料以外の建築材料で造ることのできる間仕切壁の例 

 

  イ 事務所等の窓又は出入口にガラスを用いる場合（屋内給油取扱所を除く。）

は、網入りガラス以外のガラスを用いた防火設備（以下「認定防火設備」とい

う。）を使用できること。 

  ウ 危政令第１７条第１項第１７号に規定する給油取扱所の所有者、管理者若し

くは占有者が居住する住居又はこれらの者に係る他の給油取扱所の業務を行う

ための事務所（以下「本店事務所等」という。）とその他の給油取扱所の用途

との区画は、施行令第８条の規定によるものと同等のものとし、区画の必要な

部分は第１２－１１図のとおりである。 

    また、当該区画は、危省令第２５条の４第４項の給油取扱所の敷地に面する

側の壁に出入口のない構造とするとともに、給油取扱所敷地内から本店事務所

等へ立ち入ることができない構造とすること。 

 

 

危険物を取 
り扱わない 
建築物 

バック 
ヤード 

店舗 

事務室 

洗面所 

休憩室 

給油空地等 

危険物を取り扱う部分 

耐火構造若しくは不燃 
材料の壁（自閉式防火 
設備含む。） 

間仕切壁（凖不燃、難 
燃材料） 

販売室 
整備室 
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第１２－１１図 

 

  エ 危省令第２５条の４第１項第３号及び第４号の自動車等の点検・整備を行う

作業場及び自動車等の洗浄を行う作業場での自動車等の出入口に戸（第１２－

１２図①部分）を設ける場合は、不燃材料でも差し支えないものであること。

（昭６２．１．１７消防危第６０号質疑） 

  オ １階販売室等の建築物の壁体に敷地外へ通じる連絡用（避難用）出入口を設

置する場合は、必要最小限度の自動閉鎖式の特定防火設備を設けるものである

こと。（昭６２．１．１７消防危第６０号質疑） 

  カ 危政令第１７条第１項第１８号の事務所その他火気を使用するものには、自

動車等の点検・整備を行う作業場及び自動車等の洗浄を行う作業場は除かれて

いるが、事務所等火気を使用する場所と当該作業場の出入口（第１２－１２図

②部分）については、危省令第２５条の４第５項の可燃性蒸気の流入しない構

造の適用を受けるものであること。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

２Ｆ ２Ｆ 

１Ｆ １Ｆ 事務所等 固定給油設備 

本店事務所等 

事務所等 固定給油設備 

本店事務所等 キャノピー 

：開口部のない耐火構造の床又は壁の部分 
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第１２－１２図 内部構造例 

 

  キ 可燃性蒸気が内部に流入しない構造として、犬走り等にスロープを設ける場

合は、次によること。（平９．３．１４消防危第２６号通知） 

   (ｱ) スロープの最下部から最上部までの高さが１５ｃｍ以上であること。 

   (ｲ) スロープは給油又は注油に支障ない位置に設けること。 

   (ｳ) スロープ上において給油又は注油を行わないこと。 

    ａ 地盤面をかさ上げしてスロープを設置する場合は、コンクリート等の耐

油性を有する材料により造られたものとすること。 

    ｂ 地盤面にボルト等で固定するスロープ、又は固定することなく移動が容

易な可搬式のスロープを設置する場合は、不燃材料で造られたものとし、

かつ、スロープ下部に可燃性蒸気が滞留しない構造のものとすること。

（第１２－１３図参照） 

  

例 

販売室 

リフト室 休憩室 

雑品庫 

 耐火構造又は不燃構造の部分を示す。 

 防火構造を示す。 

 可燃性蒸気が流入しない構造とした部分に設ける 

自動閉鎖式の防火設備を示す。 

 内装を不燃とする部分を示す。 

コンプレ 
ッサー室 応接室 

湯沸室 トイレ 

① 

② 
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第１２－１３図 

 

  ク 事務所の壁体の一部に採光のためガラスブロックを用いることができる。こ

の場合は、防火性能を有すること。 

  ケ 販売室等にカーテンやじゅうたん等を使用する場合は、防炎性能を有するも

のとすること。 

  コ 上屋（キャノピー）にガラスを使用することについて（平１３．３．１６消

防危第３３号） 

    キャノピーに採光等のためにガラスを使用することについては、当該ガラス

が次に適合している場合に限り、危政令第２３条の規定を適用し認めて差し支

えないものであること。 

   (ｱ) 地震による震動等により容易に破損・落下しないように、ガラス取り付け

部が耐震性を有していること。 

   (ｲ) 火災時に発生する熱等により容易に破損しないよう、網入りガラス等を使

用していること。 

   (ｳ) 万一破損した場合においても、避難及び消火活動の観点から安全上支障が

ないよう、飛散防止フィルム等により飛散防止措置をしていること。 

   (ｴ) ガラスを使用する範囲については、破損により開口が生じた場合において

も、周囲の状況から判断し、延焼防止に支障ないものであること。 

 (11) ポンプ室等 

  ア 共通事項  

   (ｱ) 危政令第１７条第１項第２０号に規定するポンプ室等には、油庫のほか危

険物を取り扱う整備室等が含まれるものであること。（平元．３．３消防危

第１５号通知） 

     なお、自動車等の点検・整備を行なう作業場であって三面が壁で囲まれた

ものは、整備室として取り扱うものであること。 

販売室 

側面開放 

１５ｃｍ以上 

グレーチング等 

販売室 
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     また、給油取扱所内で潤滑油等の保有、小分け等を行う場合は、  

油庫を設置するよう指導する。▲ 

   (ｲ) 同号ロに規定する「ポンプ室等に必要な採光、照明」とは、採光、照明の

いずれかが設置されていれば足りるものとする。（平元．５．１０消防危第

４４質疑） 

   (ｳ) 同号ロに規定する「換気設備」は、同号ハに規定する排出設備を設けた場

合は、当該設備と兼用できるものとする。 

   (ｴ) 同号ハに規定する「可燃性の蒸気が滞留するおそれのあるポンプ室等」と

は、引火点が４０℃未満の危険物を取り扱うポンプ室、整備室が該当する。

また、「屋外に排出する設備」の屋外は、給油空地に面する部分も含むもの

であること。（平元．５．１０消防危第４４質疑） 

   イ ポンプ室 

    前アによるほか、次により指導する。▲ 

 (ｱ) ポンプ室は１階に設けること。 

   (ｲ) ポンプ室は天井を設けないこと。 

 (ｳ) ポンプ室に設けるポンプ設備は、点検が容易に行えるよう、ポンプ

設備と壁との間におおむね５０ｃｍ以上の間隔を、ポンプ設備相互間

にはおおむね３０ｃｍ以上の間隔を確保すること。 

 (ｴ) ポンプ室に設ける排出設備は、ポンプ設備に通電中、これに連動し

て作動する自動強制排出設備とするとともに、その先端は、建物の開

口部、敷地境界線及び電気機械器具から１．５ｍ以上離れた敷地内と

すること。 

  ウ 油庫  

    前ア(ｱ)、(ｲ)及び(ｳ)によるほか、油庫の換気設備は、第５「屋内貯蔵所」

の換気設備の例によること。  

  エ 整備室  

    前アによるほか、次によること。  

   (ｱ) 整備室に設ける可燃性蒸気を排出する設備のうち、整備室の使用に際し前

面側を開放して使用する形態のものにあっては、壁体等に設ける室内換気用

の換気扇をもって排出設備とすることができる。  

   (ｲ) 整備室に設ける貯留設備のうち、油分離装置に通じる配管を設ける場合

は、貯留設備の直近に閉鎖バルブを設けること。  

 (12) 道路境界線等から間隔を保つことを要しないポンプ室  

   危政令第１７条第１項第１２号ただし書のポンプ機器を設けるポンプ室は前(1

1)ア(ｲ)、(ｳ)及び(ｴ)並びにイによるほか、次によること。  
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  ア 当該ポンプ室の建物構造等については、危省令第２５条の３の２の適用のほ

か、その他の設備等については、危政令第１７条第１項第２０号が適用となる

ものであること。  

  イ 危省令第２５条の３の２に規定する「ポンプ室の出入口は、給油空地に面す

る」とは、従業員等が業務中において常時監視等できる位置であって、かつ、

事務所への可燃性の蒸気の流入を防止し、火災等の影響を排除することを目的

としてのものであり、給油空地に直接面する必要はないこと。（平元．５．１

０消防危第４４質疑）（第１２－１４図参照）  

 

 

第１２－１４図 ポンプ室の設置例 

 

 (13) 固定給油設備等 

  ア 固定給油設備等の位置 

   (ｱ) 危政令第１７条第１項第１２号又は第１３号に規定する固定給油設備等

は、道路境界線に防火塀又は壁を設けた場合はそれぞれ２ｍ又は１ｍ以上と

することができる。この場合において、道路境界線（塀又は壁を設けるもの

を除く。）に設ける防火塀又は壁は、固定給油設備等の中心との間に最大給

油ホース全長又は最大注油ホース全長に応じた道路境界線との離隔距離以上

の間隔が確保できる部分まで設けること。（第１２－１５図参照）  
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（４～６ｍ） 

道路 

固定給油設備 

最大給油ホース全長に応じ 
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第１２－１５図 

   (ｲ) 給油ホース又は注油ホース(以下「給油ホース等」という。)の取付部が移

動する固定給油設備等については、給油ホース等を道路境界線、敷地境界線

及び建築物の壁に最も接近させた状態において、当該取付部が危政令第１７

条第１項第１２号又は第１３号に規定する間隔（給油ホースについては、自

動車等の洗浄を行う設備、自動車等の点検整備を行う設備から危省令第２５

条の５第２項第１号及び第２号に規定する間隔）をそれぞれ確保すること。 

   (ｳ) 二以上の固定給油設備相互間又は固定注油設備相互間の距離規制はないも

のであること。（昭６２．４．２８消防危第３８号通知） 

  イ 固定給油設備等の構造等（平５．９．２消防危第３８号通知）  

   (ｱ) ポンプ機器の構造  

    ａ 一のポンプに複数の給油ホース等が接続されている場合には、各給油ホ

ース等から吐出される最大の量をもって当該ポンプの最大吐出量とするこ

と。  

    ｂ 最大吐出量を毎分１８０ℓ以下とすることができるのは、灯油用固定注

油設備が複数のポンプを有する場合において、車両に固定されたタンクに

その上部から注入する用のみに供する注油ホースに接続されているポンプ

機器に限られるものであること。  

    ｃ 固定給油設備等のポンプ機器として油中ポンプ機器を用いる場合、ポン

プ機器を停止する措置として、ホース機器に取り付けられた姿勢検知装置 
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がホース機器の傾きを検知した場合にポンプ機器の回路を遮断する方法等

による措置が講じられていること。 

      なお、ホース機器が給油取扱所の建築物の屋根に固定されている等転倒

するおそれのないものである場合には、当該措置は必要ないものであるこ

と。 

     また、油中ポンプ機器を使用する場合には、接続する埋設配管は重

配管（耐油性、耐食性及び強度を有している場合は、材質を問わな

い。）とし、検知装置を設けるよう指導するとともに、固定給油設

備等（懸垂式を除く。）には、固定給油設備等が転倒した場合に危

険物の漏えい拡散防止を図るための立ち上がり配管遮断弁を取り付

けるよう指導する。▲ 

    ｄ 固定給油設備等の内部のポンプ吐出配管部には、ポンプ吐出側の圧力が

最大常用圧力を超えて上昇した場合に配管内の圧力を自動的に降下させる

装置が設けられていること。ただし、固定給油設備等の外部の配管部に配

管内の圧力上昇時に危険物を自動的に専用タンクに戻すことのできる装置

を設ける場合は、当該装置を設ける必要はないものであること。 

   (ｲ) ホース機器の構造  

    ａ 著しい引張力が加わったときに給油ホース等の破断による危険物の漏れ

を防止する措置としては、著しい引張力が加わることにより離脱する安全

継手又は給油、注入若しくは詰替えを自動的に停止する装置を設けるこ

と。この場合、安全継手にあっては２０００Ｎ以下の力によって離脱する

ものであること。 

    ｂ ホース機器に接続される給油ホース等が地盤面に接触しない構造とし

て、給油ホース等を地盤面に接触させない機能がホース機器本体に講じら

れ（第１２－１６図参照）、給油ホース等が地盤面に接触しないようにゴ

ム製、プラスチック製等のリング、カバーが取り付けられ（第１２－１７

図参照）、又はプラスチックで被覆された給油ホース等が設けられている

こと。（第１２－１８図参照）  
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    ① ホース取出口を高い位置に設ける方法   

 

    ② ホースをバネで上部に上げる方法     

 

第１２－１６図 給油ホース等を接触させない機能 

 

    ① リング 

     

    ② カバー 

 

第１２－１７図 リング､カバーが取り付けられた給油ホース等 

リング 

カバー 

 


